
訓

令

告

示

平成™˜年�月Ÿ日 月曜日 第œ—Ÿ�号官 報

（
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則（
平
成
五
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
か
ら
第

六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
「
前
項
第
二
号
、第
三
号
、

第
五
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

三

前
項
第
四
号
の
措
置
を
実
施
し
、
か
つ
、
同
号

に
掲
げ
る
制
度
の
適
用
を
受
け
た
労
働
者
が
最
初

に
生
じ
た
場
合

三
十
万
円
（
常
時
雇
用
す
る
労

働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
な
い
事
業
主
に
あ
っ

て
は
、
四
十
万
円
）

四

前
項
第
四
号
の
措
置
を
実
施
し
、
か
つ
、
同
号

に
掲
げ
る
制
度
の
適
用
を
受
け
た
労
働
者
が
二
番

目
か
ら
十
番
目
ま
で
に
生
じ
た
場
合

一
人
に
つ

き
十
万
円
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百

人
を
超
え
な
い
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
一
人
に
つ

き
十
五
万
円
）

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

の
一
部
改
正
）

第
四
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
八
項
を
削
り
、
同
条
第
七
項
を
同
条

第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同

条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

施
行
日
前
に
旧
雇
保
則
第
百
十
二
条
第
二
項
第
一

号
ロ
の
計
画
若
し
く
は
同
項
第
二
号
ロ
の
計
画
を
都

道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
た
事
業
主
又
は
同
項
第

三
号
イ
\
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
事
業

主
に
対
す
る
同
項
の
雇
用
開
発
奨
励
金
の
支
給
及
び

施
行
日
前
に
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
の
計
画
を
都
道

府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
た
事
業
主
に
対
す
る
同
項

の
中
核
人
材
活
用
奨
励
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
内
閣
府
訓
令
第
二
十
号

内
閣
府
政
策
統
括
官
の
職
務
分
担
に
関
す
る
訓
令
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

内
閣
府
政
策
統
括
官
の
職
務
分
担
に
関
す
る
訓
令

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

内
閣
府
政
策
統
括
官
の
職
務
分
担
に
関
す
る
訓
令
（
平

成
十
三
年
内
閣
府
訓
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
「
経
済
財
政
分
析
担
当
」
の
項
の
10
を
12
と
し
、

９
を
11
と
し
、
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９

地
域
活
性
化
・
公
共
投
資
臨
時
交
付
金
を
充
て
て
行

う
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画

に
関
す
る
こ
と
。

10

地
域
活
性
化
・
経
済
危
機
対
策
臨
時
交
付
金
を
充
て

て
行
う
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分

計
画
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
九
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省

令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
中「（
本
邦
と
外
国
と
の
間
を

往
来
す
る
自
動
車
運
送
船
が
発
着
す
る
埠
頭
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、「
埠
頭
」
を
「
埠ふ

頭
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
中
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五

条
の
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
一
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
雇
保
則
」
と
い
う
。）附
則
第
十
五
条
の
三

第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定

は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
雇
用
安
定
事
業
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。）前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法

施
行
規
則
（
以
下
「
旧
雇
保
則
」
と
い
う
。）第
百
二
条

の
三
第
一
項
第
三
号
の
届
出
を
行
っ
た
事
業
主
に
対
す

る
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
旧
雇
保
則
第
百
十
六
条
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
育
児
・
介
護
雇
用
安
定
等
助
成
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
に
対
す
る
同
号
の

育
児
・
介
護
雇
用
安
定
等
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
旧
雇
保
則
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
三

号
の
届
出
を
行
っ
た
事
業
主
に
対
す
る
中
小
企
業
緊
急

雇
用
安
定
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
に
旧
雇
保
則
附
則
第
十
七
条
の
七
の
規
定

に
よ
り
訓
練
等
支
援
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
事
業
主
に
対
す
る
訓
練
等
支
援
給
付
金

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

施
行
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
短
時
間
労

働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
短
時
間
労
働
者
均
衡
待
遇
推

進
等
助
成
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
事
業
主
に
対
す
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
区
分

に
よ
る
短
時
間
労
働
者
均
衡
待
遇
推
進
等
助
成
金
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

旧
雇
保
則
様
式
第
十
一
号
の
四
に
よ
る
日
雇
労
働
被
保

険
者
手
帳
は
、
新
雇
保
則
様
式
第
十
一
号
の
四
に
よ
る

日
雇
労
働
被
保
険
者
手
帳
と
み
な
す
。

２

新
雇
保
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
日
雇
労

働
被
保
険
者
手
帳
は
、
当
分
の
間
、
な
お
旧
雇
保
則
の

相
当
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
六
十
号

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
登
録
認

定
機
関
を
登
録
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

〇
法
務
省
告
示
第
二
百
七
十
一
号

青
森
市
役
所
保
存
の
次
の
原
戸
籍
の
一
部
が
滅
失
し
た

た
め
、
こ
れ
を
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
次
に
掲
げ

る
者
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
八
日
ま
で
に
、
同
市
長
に

対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一

当
該
原
戸
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
告
、

申
請
、
請
求
若
し
く
は
嘱
託
を
し
、
又
は
戸
籍
に
記
載

を
要
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
を
更
に

申
し
出
る
こ
と
。

二

前
項
に
掲
げ
る
原
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
原
戸
籍

に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

現
に
所
持
す
る
者
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
。

注

意

一

申
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

二

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
青
森
市
役
所
又
は
青
森
地
方
法
務
局
に
照
会
す
る

こ
と
。

平
成
二
十
一
年
六
月
八
日

法
務
大
臣

森

英
介

青
森
県
南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
杉
澤
字
井
ノ
上
三
十
五

番
地

石
村
健
次
郎

同
所
六
十
二
番
地
ノ
二
号

小
笠
原
三
次
郎

同
町
大
字
徳
才
子
字
福
田
三
十
三
番
地

⁄
村
由
五
郎

同
町
大
字
高
屋
敷
字
宅
社
元
二
十
一
番
地
一
号岩

Ä

同
所
四
十
九
番
地
ノ
二
号

古
村

宗
一

同
町
大
字
吉
野
田
字
樋
田
七
十
五
番
地

佐

己
之
助

同
町
大
字
長
沼
字
北
藤
巻
二
十
三
番
地
二
号

⁄
村

久
治

同
町
大
字
大
釈
迦
字
山
田
八
十
一
番
地
ノ
一
号齊

P

郎

同
所
九
十
七
番
地
ノ
二
号

倉
内
佐
太
郎

同
町
大
字
北
中
野
字
下
嶋
田
五
十
五
番
地

石
岡

∫
吉

›
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